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●身近な人の行動が本人の行動に影響を与える可能性
　人は、自分の考えや行動を決定するにあたり、家族や友人など自分の身近にいる人に相談にのっ
てもらうことがあるが、近年の研究では身近な人の取る行動パターン自体からも影響を受けてい
ると言われている59。中でも、人生初期の人格形成期を共に過ごす家族の影響は大きい。そこで
親の環境配慮行動と子どもの環境配慮行動との関連性を見るため、親が日頃、環境に配慮した商
品を優先的に購入している（していた）かどうかという親の行動様式と自分が商品の購入を検討
した際に、その商品が環境に配慮した商品であるかどうかを確認したことがあるかという自らの
行動との相関を見た（第１－２－14図）。親が「環境に配慮した商品を優先的に購入している（し
ていた）」と回答した人では、そのうちの60.3％が自分も「商品の購入を検討した際に、環境に配
慮した商品であるかどうかを確認したことがある」と回答している。一方、親が「環境に配慮し

59　例１　大学生を中心とした環境ボランティア団体の参加者に対する調査において、親しい友人を５人想起
させ、それぞれの友人の環境問題への関心を尋ねたところ、想起した友人が環境問題への関心が高い場合
には、回答者自身も環境配慮行動を実行する率が高いとの結果が出ている。（安藤・広瀬（1999））

　　例２　「母子が一緒に買い物をし、母親がモデルの役割を果たすことは、消費者としての目的や技術を子
どもに教える主要な手段であり、子どもは、一番のお買い得商品や金額の割には良質な商品の入手、単位
当たりのコストの比較について学ぶことができ、製品や衝動買いの回避についての知識を得ることもでき
る」との調査結果がある（Carruth and Skinner（2001））。

　　例３　大学生を対象にした定性調査では、「母親は相変わらず、最も子どもの消費者としての社会化に影
響を及ぼしているが、父親の果たす役割が大きくなっている」と指摘されている（Lachance and  
Choquette-Bernier （2004））。

（備考） １．  内閣府「国民生活選好度調査」（2008年）により特別集計。
 ２． 回答者は、全国の15歳以上80歳未満の男女4,153人。
 ３． 子どもの環境行動について、親が環境配慮商品を購入しているかどうかの有無を説明変数としてプロビット分析を行っ

たところ、統計的に有意であった（有意確率１％）。
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親の行動が子どもの環境行動に影響を与えている可能性がある第1-2-14図

●親の環境行動と子どもの環境行動との関連性●
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第2節　社会変革の主体としての消費者・生活者～社会的価値行動
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た商品を優先的に購入している（していた）わけではない」と回答した人で、自分が「商品の購
入を検討した際に、環境に配慮した商品であるかどうかを確認したことがある」と回答した人は
43.6％となっている。このことは、過去の研究結果と同様に親を始め身近にいる人が環境配慮行
動を取っているのを見たり聞いたりすることで行動に変化が生じる可能性を示唆しており、親の
消費者としての行動が次の世代の意識・行動を変えることにつながると期待される。

●新しい情報収集・発信手段の影響
　一方、従来から商品の知識を十分持っていないときや情報を持っていても商品選択の判断に確
信が持てなかったときに口コミが意思決定を促進すると指摘されてきた60。高齢者層を中心にイ
ンターネットを全く利用しないという人が47.3％いる一方で、ほぼ毎日、利用する人が27.8％に達
するなど、インターネットが日常に不可欠のツールとなっている61。そうした中で新たなサービ
スが次々に登場し、特に消費者行動への影響という観点から見ると、ブログ62や掲示板、ソーシャ
ルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）63、口コミサイトなどのもたらす影響が注目される。こ
れらは双方向性の高いコミュニケーション手段であり、一個人が自分の持つ情報や意見を多数の
人に発信し、通常の自分の行動範囲では得ることができないような情報や意見を持っている人と
インターネット上で接触する機会を与える。これらの「消費者発信型メディア（Consumer 
Generated Media）」の登場は、通常の口コミと比して匿名性が高く、弱いつながりで結ばれてい
るが、一方で情報の受け手であった消費者に、自分の必要とする情報を容易に入手する機会を提
供することから、個人と企業との情報の非対称性を弱めると言われている64。2005年の総務省「ブ
ログ・ＳＮＳの現状分析及び将来予測」において、国内ブログ閲覧者数は2007年３月末には、約3,455
万人、ＳＮＳ参加者は延べ約1,042万人に達するとの推計がなされている。
　インターネット上では匿名の他人から得られた情報は消費行動に影響を与えているのであろうか。
　まず商品やサービス購入に際してインターネット情報の活用状況を見ると、日本は65％の人が
商品などの選択において活用しているとしており、諸外国に比べると北欧などに次いで活用率が
高い65。口コミサイトについて見ると、インターネットユーザーに限定されるものの、５割以上
の人が口コミサイトを情報源として活用している（第１－２－15図）。また、ブログ認知者に対
して、他人のブログを、製品・サービスを購入するときの参考にしたことがあるかを尋ねたところ、
男性の32.4％、女性の47.1％が「参考にしたことがある」と回答している（第１－２－16図）。特
に女性では、10代から20代で50.8％、30代で51.3％、40代で47.6％が「参考にしたことがある」と
回答している。その使われ方も情報を収集する初期の段階からどこの店で買うのかというものま
で多様な使われ方をしている。ブログやＳＮＳは、ここ数年で普及し始めたサービスであり、今
後利用が増えるにつれ、消費者の社会的価値行動にも与える影響も増加していくことが予想される。

60　竹村（2000）
61　内閣府（2007a）
62　ブログとは、「ウェブ上の記録を意味する『ウェブログ』の略で、時系列的に更新される日記や特定テー

マについての個人やグループのウェブサイトのことである。」（総務省（2007））
63　ソーシャルネットワーキングサービスとは、「友人知人等の社会的ネットワークをオンラインで提供する

ことを目的とするコミュニティ型のインターネットサービスである。」、「ＳＮＳの特徴としては、〔１〕会
員制、〔２〕登録者の非匿名性、〔３〕各種コミュニケーションツールの充実、の３点がある。」（総務省（2006））

64　伊藤（2007）
65　内閣府（2008a）およびEuropian Comission （2008d）。日本は「よく使う」+ 「たまに使う」の合計。欧

州ではデンマーク（84％）、オランダ（80％）、スウェーデン（79％）などで利用率が高い。
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（備考） １． マイボイスコム株式会社のウェブ形式のアンケート調査による。
 ２． 「商品を購入する際に参考にする情報源をすべてお選びください（複数回答）」という問に対する回答者の割合。
 ３． 調査期間は2007年4月、回答者数は17,647人。

消費行動において口コミが影響している 第1-2-15図 

●商品購入時の参考情報源●
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（備考） １． 株式会社日経リサーチ「クロス・メディアリサーチ６月」（2007年）により作成。
 ２． ブログを認知している人に対して、「あなたは他の人のブログを読んで、製品・サービスを購入するときの参考にしたこと

がありますか。」と尋ねたもの。
 ３．  回答者は、16歳以上69歳以下の男女3,870人。

半数近くの女性が製品・サービスを購入するときにブログを
参考にしたことがある

第1-2-16図 

●製品・サービスを購入するときにブログを参考にした人の割合●
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●今後の展望に向けて
　我が国でも社会の役に立ちたいという意識の高まりは見られるものの、実際に社会を変えるた
めの行動を取っている人はまだまだ多いとはいえない。世界で行われている各種の取組なども参
考にしながら、意識と行動を結び付けることが日本におけるこれからの大きな課題である。まず
ＳＲＩやフェアトレードなどの認知度を上げることが重要になる。例えば、フランス、オランダ、
カナダなどでは政府がフェアトレード認証団体に支援を行ったり、協定を結んだりしてフェアト
レード製品の普及を後押ししている66。また、学校における消費者市民教育（第２章第３節参照）
とともに、両親の行動が子どもの意思決定に与える影響を考えると家庭による実際の行動の実践
が欠かせないであろう。親世代への意識改革を促す取組が求められる。
　消費者・生活者が情報を得る手段が一般的に増えているものの、必ずしも消費者・生活者の立
場を強めることにつながるとは限らない。自分が必要とする情報を得るために、各種の情報入手
手段を使い分け、情報を見極める情報リテラシーの向上とともに、情報自体の信頼性を高める方
策が求められる。古紙偽装などの事件が起きたが、消費者・生活者が自ら偽装を見破ることは困
難であり、偽装を見逃さないチェック体制整備が求められる。
　さらに「環境にやさしい」など曖昧な広告・表示の増加が環境配慮とは何かという本質的議論
をぼやかしている。ＩＳＯ消費者政策委員会においてフェアトレード表示の在り方に関する議論
が行われ、アメリカ、ノルウェー、オーストラリアの消費者当局が環境表示のガイドラインを作
成するなど、消費者・生活者に分かりやすい表示に向けた取組を積極化している67が、我が国で
も消費者に誤認を与えない社会的価値表示の在り方を議論することが必要となっている。
　そして何より社会的価値行動が社会的にも評価されるという価値規範の転換こそが求められ
る。心理学などの最近の成果が示すように、社会的に望ましくない行動を「仕方ない」、「皆やっ
ている」ということで正当化できる社会では多くの人たちの生活様式までを変革することはでき
ないと考えられる。消費者・生活者の意思決定過程を学術的に解明することが不可欠であるが、
欧米が実験経済学、脳科学などによる実証研究を次々と行っているのに対して、我が国では科学
の知見を社会分野に生かす取組は端緒に付いたばかりである。我が国でもこうした研究を政府が
支援し、消費者・生活者の意思決定過程に沿った制度設計の在り方を検討していくことが求めら
れている。その際、教育、広報や啓発の方法なども改良するとともに、税、罰金などのインセンティ
ブとペナルティーの双方を適切に組み合わせていくことが必要になるであろう。消費者・生活者
も何が本当に社会や環境のために役立つのかという本質を理解するとともに、個人主義を責任あ
るものとしていく取組が必要である。

66　フランスでは外務省が2003年に560万ユーロを商品開発プロジェクトに支援、開発省がＰＦＣＥと2008年
４月にフェアトレードの拡大などのために協定を締結している。

67 　FTC （1999、2000）、ACCC （2008）、Forbrukerombudet （2007）
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　スウェーデンでは、2006年に政府が『Think twice ！（よく考えてみよう！）』と題する
アクションプランを取りまとめた。このアクションプランは「持続可能な家庭消費のための
行動計画」という副題のとおり、持続可能な消費生活パターンを身につけることの重要性や
持続可能な消費という問題が今や先進国のみならず、全世界的に重要な問題であることを訴
えている。
　アクションプランでは、私たちがどのようにすれば持続可能ではない消費生活から脱却す
ることができるのかという観点から、持続可能な消費を可能とする政策（例えば、有機生産
を示すラベルを添付した食物の消費拡大など）、動機付けの向上（例えば、環境分野への経済
的制度の導入など）、消費者の参加促進（例えば、持続可能な家庭消費に関するフォーラムの
開催など）といった政府のこれからの取組を紹介し、また、私たちがどのようにすれば持続
可能な消費パターンを達成することができるのか、「持続可能な食生活」、「持続可能な住環境」、
「持続可能な移動手段」の三つのキーワードに焦点を当ててその方向性を示している。「食生活」
においては、有機食品の消費促進やラベルに関する情報提供、学校給食や社員食堂でのガイ
ドライン策定による食文化教育などの取組が示されている。また、「住環境」においては、家
庭で使用する電力の記録や廃棄物抑制、さらに「移動手段」においては、二酸化炭素排出量
による課税の提案、首都ストックホルムの通行料（渋滞税）導入の試みなどが示され、世界
が目指すべき持続可能な消費への具体的な行動計画が数多く示されている。
　このように、スウェーデンでは、世界に先駆け持続可能な消費生活への転換を目指して様々
な取組が行われている。

T h i n k  tw i c e ！Th i n k  tw i c e ！
～スウェーデンにおける持続可能な家庭消費のためのアクションプラン～

コ    ラ    ム


